
特集 都道府県における取組

福井県における伝統地場農産物品種の収集・保存・配布の取り組み

福井県農業試験場園芸部 主任研究員 早川 嘉孝

１．伝統地場農産物品種の収集・保存・配布の経
緯
本県の伝統地場農産物については、昭和61～平
成２年度に農業試験場と各農林事務所が主体と
なって「ふるさと特産野菜優良系統育成事業」で
県内で古くから自家採種により栽培されている野
菜の優良系統選抜試験が実施された。
この時の栽培品目を参考に平成10年度に自主的
な調査研究グループ「ふるさと野菜の会」会員に
よってより多くの品種についての調査活動が行わ
れ、「ふくいの伝統野菜」が執筆、出版された。こ
れを契機に、伝統地場農産物のふるさとの味とし
ての評価に対する見直し（伝統野菜をもっと食べ
たい、興味がある、作ってみたいという）の気運
が生まれる一方、生産現場では栽培農家数の減少
や長年の自家採種で本来の特徴を失ってしまうこ
とが危惧され、伝統地場農産物本来の形質維持と
保存を県に要請する声が徐々に高まってきた。

このため、県では平成14年度から「伝統地場農
産物等原種供給事業」を立ち上げ、県内各地域の
伝統地場農産物品種の収集、栽培、選抜、保存を
行い、現場の要望に応じて種子等を配付している。
事業の内容は、図１のとおりであり、

①県下６カ所の各農林総合事務所等で各地域の実
態調査、種子等の収集

②集めた種子等は福井農試の防虫ネット被覆ハウ
スおよび組織培養室で増殖栽培を行い、形や色、
味等が本来の特性に近いものを選抜し、原種と
して保存

③栽培、採種は各産地が行うが、形質の変化や万
一、種子等が途絶えた場合、これを原種として
福井農試が供給する
当該事業で保存している作物および品種は、表

１のとおりである。
伝統地場農産物等原種供給事業で現在、保存し

ている品種は、伝統地場農産物と合わせて福井農
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図１ 伝統地場農産物等原種供給事業のフローチャート



試育成品種がある。これらの品目を栽培して維
持、増殖し、生産農家等へ供給している。

２．伝統地場農産物品種の収集・保存
１）収集・保存
原種の収集は各農林総合事務所をとおして平成
14～16年の３年間で実施してきた。

保存温度は、遺伝資源として保存庫において長
期保存に耐えるよう－２℃に設定している。
２）原種の維持・更新
① 種子繁殖性の種
採種用ハウス内に防虫ネット（0.8mm目）を被

覆した囲いを作り、交雑の防止に努めている。
さらに同一「科」の作物交雑を防止するために
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表１ 保存・配布している伝統地場農産物等一覧



ハウス内での栽培は同一年では一品種のみの栽培
にとどめている。（写真１）

・自家受粉野菜
花粉の飛散・受粉を促し、着果を助けるため、
市販の簡易な振動発生器で開花当日の花房を振
動させて自家受粉を行っている。
なお、ナス類は交配後、直ちに茶封筒で袋か
けをして、万一、虫が侵入してきても花房に触
れられないようにしている。
・両性花野菜
ウリ、メロンは、雄花の花粉を雌花の柱頭に
受粉してやらないと着果しないので、人の手で
確実に交配したものを速やかに茶封筒で袋かけ
をして、訪虫による交雑を防止している。
・他家受粉野菜
カブラ、ツケナ類は簡単に交雑してしまうの
で、防虫ネットで被覆した囲いの中に、
さらに、人が中に入って人工交配できる防虫
ネットを被覆した囲いを作り、虫の侵入防止を
二重にした栽培圃内で実施している。
人工交配は、花粉が出ているかどうかをよく
確認し、細い棒の先端に綿をつけた手作りの交
配用具で丁寧に行っている。（写真２）
特にカブラ、ツケナ類のアブラナ科植物は、
現地で収集した時点で交雑しているため、いく
つもの形質、形態のものが出現してくるので固
定化が必要である。
このため、試験場内圃場で３回程度繰り返し
栽培し、形質、形態ごとに区分け、整理して伝
統農産物本来の形質へと固定化を進めている。

なお、その際には現地関係者、生産農家と試
験場関係者が検討会を行い、本来の品種に近い
形質、形態のものを選びだすよう努めている。
（写真３）

・他家受粉農産物
人工交配では着粒しにくいソバは、クロマル

ハナバチを利用した交配を行うため、防虫ネッ
トの囲いの内側にさらにトンネルをかけてい
る。
採種した種子はよく乾燥させて遠沈管に乾燥

剤とともに封入し、供給用種子は種子貯蔵庫（２
℃）に保存している。（写真４）
また、遺伝資源用として一部を種子貯蔵庫（－
２℃）で保存する。冬期間に、保存した種子の
発芽率調査を恒温庫内で行っている。

②栄養繁殖性の植物
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写真１ 採種用ハウス内の防虫
写真２ 先端に綿を付けた交配用具

写真３ 栽培農家や普及指導員を交えての優良系統選抜



現在は、トマトを除いた栄養繁殖性の野菜等に
ついては毎年、露地圃場に植替えて維持し、更新、
保存のみ行っている。
トマトは、組織培養室（写真５）で継代培養を
行い、栄養繁殖苗増殖・検定施設でさらに増殖し、
本来の形質のものを選んで優良個体として供給し
ている。
③原種供給
原種の供給先は、伝統地場農産物の生産されて
いる市町の農家や組織を原則としており、各農林
総合事務所をとおしての要請に基づき対応してい
る。
現地では、福井農試から供給された原種を利用
して採種を行っているが、種子を生産するための
指導、助言等は福井農試も普及指導員と協力して
行っている。

３．伝統地場農産物品種の収集・保存・配布の課
題
原種を正確に保存・維持することは意外に難し
い作業である。
播種、定植、栽培管理、交配、採種、選別作業
は、たくさんの人が係わるほど交雑・混種が多く
なる。

確実な作業をするには、一人で全ての作業をす
ることが理想であり、交雑・混種させないという
強い意識、経験が必要である。
また、栽培地の原種の増殖現場においても同じ

ことが言える。
原種を守るという強い意識と経験を持ったマイ

スター的農家が必要であるが、残念ながら農家の
高齢化が進み、このような農家が少なくなってき
ている。
合わせて栽培地でも類似の野菜が栽培される機

会が生じており採種圃場を維持することも、徐々
に困難になってきている。
このため、現地での種子の増殖が失敗しても新

たな要請に応じていつでも供給できるよう、試験
場内での次回の種子更新年度まで余裕を持った種
子量を確保しておくことが必要になっている。
最後に、最近、県内各地域から伝統地場農産物

の栽培や収穫、即売会などの話題が地方新聞の記
事に掲載される機会が増えている。
風土と文化を背景に地域住民に密着して長い年

月栽培されてきた伝統地場農産物は、消費者に顔
の見える地域固有の商品としてさらに長く後世に
伝えていけることを期待している。
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写真５ 栄養繁殖野菜（トマト）写真４ 左：保存用遠沈管 中：上から種子、乾燥剤、種子デー
タメモ 右：種子の保存状態


